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令和４年第１回杵築市議会臨時会に提出いたしました議案等につい

て、説明を申し上げます。 
 
はじめに、議案第５３号 令和４年度杵築市一般会計補正予算（第

１号）については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金に基づく事業で、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、教育費

において、１億３ , ０３６万円を追加補正し、補正後の予算の総額を

１７４億３６万円といたしました。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、総務費では、地域公共交通の安定的な運行及び市民の日常的

な移動手段を確保するため、バス・タクシーの事業者に対する支援に

要する経費１，２２０万円、移住希望者向けにテレワーク等の環境を

整え転入の促進を図るため、インターネット環境整備等を含めた住宅

改修経費の補助に要する経費６００万円、マイナンバーカードを利用

して、住民票の写しや印鑑登録証明書などを全国のコンビニエンスス

トア等で取得できるサービスに要する経費２，４９２万１千円を計上

しました。 
民生費では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て

世帯の生活を支援する取組として、放課後児童クラブの保護者負担金

を全額免除する経費１０４万６千円を計上しました。 
衛生費では、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き

入院管理が必要な患者を受け入れる後方支援医療機関が整備する医療

機器・備品等の購入費の補助に要する経費３００万円、居宅介護事業

所又は介護予防支援事業所で勤務する介護支援専門員等で、ケアプラ

ン作成に従事している専門員の処遇改善に係る経費３５０万円、病院

事業会計への出資金３，７２１万９千円を計上しました。 
農林水産業費では、稲作中心の農業から多品目の収入を得ることが

出来るよう農業生産物の品目転換を学ぶ研修のための経費６５８万６
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千円、コロナ禍における燃油等の価格高騰が経営に大きな影響を及ぼ

している農林水産事業者に対し、燃料費の一部を補助する経費２，８

５４万４千円、新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、カキ養

殖漁場周辺の海底耕耘作業による堆積物の除去と守江湾沿岸の海岸清

掃作業による漂着ごみの撤去により、水産業の生産力向上を図る経費

３７２万２千円を計上しました。 
教育費では、新型コロナウイルス感染症による臨時休業や自宅待機

などの理由により、一時的に登校することができなくなった児童生徒

に対して個に応じた学びを提供するために、ＡＩドリルを導入する経

費３６２万２千円を計上しました。 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、国庫支出金、

基金繰入金であります。 
 
次に、議案第５４号 令和４年度杵築市立山香病院事業会計補正予

算（第１号）については、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ

に伴う検査及び感染症の予防対策として、施設内の改修工事や検査機

器の購入に要する経費３，７２１万９千円を計上しました。 
 
次に、議案第５５号 杵築市職員の給与に関する条例及び杵築市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、大分

県人事委員会勧告にて、期末手当の引き下げが勧告されたことに伴い、

本市においても国・県と同様の引き下げを行うため、所要の改正を行

うものです。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
 
続きまして、報告第６号から報告第１４号までの専決処分の報告に

ついて、説明を申し上げます。 

2



 

まず、報告第６号 令和３年度杵築市一般会計補正予算（第１５号 
）の専決処分の承認を求めることについては、決算見込額との乖離を

少なくするため、歳入では地方譲与税、各種交付金、地方交付税等の

確定に伴う補正をするとともに、歳出では、３月補正時で反映しきれ

なかった事業費の決算見込みに伴う減額補正や、基金への積立金の増

額補正を行ったもので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承

認を求めるものです。 
 
次に、報告第７号 令和３年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計

補正予算（第６号）の専決処分の承認を求めることについては、事業

費の決算見込みに伴い減額補正し、併せて、財源調整を行う必要があ

ったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるも

のです。 
 
次に、報告第８号 令和３年度杵築市国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）の専決処分の承認を求めることについては、事業費の決

算見込みに伴い減額補正し、併せて、財源調整を行う必要があったた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第９号 令和３年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）の専決処分の承認を求めることについては、保険料納

付額の決算見込みに伴い減額補正を行う必要があったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第

３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 

3



 

次に、報告第１０号 杵築市税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることについては、地方税法の一部改正に伴い、省エ

ネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等に伴う改正や、令和４年

度に限り、商業地等にかかる課税標準額の上昇率を２．５％とする課

税の特例などの所要の改正について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会

に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第１１号 杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについては、地域再生法に基づく地方

税の課税免除又は不均一課税を定める省令の改正に伴い、固定資産税

の課税免除期間の延長などの所要の改正について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規

定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第１２号 杵築市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認を求めることについては、地方税法施行令の一

部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の引き上げなどの所要の

改正について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分い

たしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求め

るものです。  
 
次に、報告第１３号 専決処分の報告については、本市職員が公務

中に被った物損事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分しましたので、同条第２項の規定により議会に報告する

ものです。 
 
次に、報告第１４号 専決処分の報告については、本市が管理する
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市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第２項の規定により議会に報告するものです。 
 
以上、専決処分９件について、報告いたしました。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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